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自己株式の消却および別途積立金の取崩しに関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり会社法第１７８条の規定に基づく自己 

株式の消却および会社法第４５９条第１項の規定に基づく当社定款第４６条の定めによる別途

積立金の取崩しを行うことを決議しましたので、お知らせいたします。 

 
 
記 

 
 
１． 自己株式の消却 

 
（１）消却する株式の種類      当社普通株式 
（２）消却する株式の数       9,500,000 株 
                  （消却前発行済株式総数に対する割合：20.00％） 
（３）消却予定日          2021 年 11 月 10 日 
（４）消却後の発行済株式総数    38,010,566 株 
 
２． 別途積立金の取崩し 

 
（１）実施内容           減少する剰余金の項目およびその金額 
                    別途積立金   7,700,000,000 円 
                  増加する剰余金の項目およびその金額 
                    繰越利益剰余金 7,700,000,000 円 
（２）実施理由           自己株式の消却に対応するため 
（３）効力発生日          2021 年 10 月 29 日 
（４）業績に与える影響       本件による純資産の変動はなく、業績に与える影響は

ありません。 
 

以  上 


